
船舶インシデント調査報告書 

令和３年３月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和２年７月６日 ０１時００分ごろ 

発生場所 長崎県対馬市厳原
いずはら

港東方沖 

 耶良
や ら

埼灯台から真方位０９２°１５.８海里付近 

 （概位 北緯３４°１１.０′ 東経１２９°３７.０′） 

インシデントの概要  漁船誠
せい

栄
えい

丸は、操業中、主機の運転ができなくなり、運航不能とな

った。 

インシデント調査の経過 令和２年１０月５日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 誠栄丸、１８トン 

 ＮＳ２－１５７０８（漁船登録番号）、個人所有 

ディーゼル機関、４サイクル、出力４０５kＷ、連続最大回転数毎

分１,８５０、使用燃料軽油、６気筒、ボア及び製造年月日不詳 

第２９０－６１８５４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、厳原港東方沖で操業中、主機が停

止して運航不能となった。 

 本船は、僚船にえい
．．
航されて帰港し、機関整備業者が点検したとこ

ろ、‘主機冷却海水ポンプのゴム製インペラ’（以下「本件インペラ」
という。）が欠損し、主機の冷却ができずに主機のピストン、シリン

ダ及びクランク軸が焼損等していたので、後に修理された。 

 本船は、平成２８年ごろ本件インペラを新替したものの、その後 

主機冷却海水ポンプの開放点検が行われておらず、また、船長が日頃

から出港前の点検で冷却海水の船外吐出状況を確認していなかった。 

分析  本船は、平成２８年ごろ本件インペラを新替して以来、主機冷却海

水ポンプの開放点検が、また、出港前の点検で日頃から冷却海水の船

外吐出状況の確認が行われていない状態で、操業中、本件インペラが

欠損したことから、主機の冷却が阻害され、主機が焼損等して運転で

きなくなり、運航不能となったものと考えられる。  

原因  本インシデントは、夜間、本船が、平成２８年ごろ本件インペラを

新替して以来、主機冷却海水ポンプの開放点検が、また、出港前の点

検で日頃から冷却海水の船外吐出状況の確認が行われていない状態



で、操業中、本件インペラが欠損したため、主機の冷却が阻害され、

主機が焼損等して運転できなくなったことにより発生したものと考え

られる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・主機冷却海水ポンプは、定期的の開放点検を行うとともに、必要

に応じてインペラを交換すること。 

・出港前の点検で冷却海水の船外吐出状況を確認すること。 

 


